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令和５年５月橋本市議会臨時会会議録（第２号） 

令和５年５月16日（火） 

                                          

 議事日程第２号 

令和５年５月16日（火）  午前９時30分 開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 広報広聴特別委員会の設置について 

日程第３ 承認第１号 専決処分事項の承認について（令和４年度橋本市一般会計補正予算

（第10号）） 

日程第４ 承認第２号 専決処分事項の承認について（橋本市税条例の一部を改正する条例） 

日程第５ 承認第３号 専決処分事項の承認について（橋本市都市計画税条例の一部を改正

する条例） 

日程第６ 議案第１号 令和５年度橋本市一般会計補正予算（第１号）について 

日程第７ 議案第２号 令和５年度橋本市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第８ 議案第３号 工事請負契約の締結について 

日程第９ 議案第４号 工事請負契約の締結について 

日程第10 議案第５号 訴訟上の和解について 

日程第11 橋本伊都衛生施設組合議会議員の選挙 

日程第12 橋本周辺広域市町村圏組合議会議員の選挙 

日程第13 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の選挙 

日程第14 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の選挙 

日程第15 和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

                                          

 会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 広報広聴特別委員会の設置について 

日程第３ 承認第１号 専決処分事項の承認について（令和４年度橋本市一般会計補正予算

（第10号）） から、日程第10 議案第５号 訴訟上の和解について まで 

日程第11 橋本伊都衛生施設組合議会議員の選挙 

日程第12 橋本周辺広域市町村圏組合議会議員の選挙 

日程追加 伊都消防組合議会議員の選挙 

日程第13 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の選挙 

日程第14 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の選挙 

日程第15 和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

                                          

議員定数１８名 

出席議員１８名 

     １番 森 下 伸 吾 君    ２番 板 橋 真 弓 君 
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     ３番 岡 本 喜 好 君    ４番 梅 本 知 江 君 

     ５番 阪 本 久 代 君    ６番 髙 本 勝 次 君 

     ７番 岡   弘 悟 君    ８番 田 中 博 晃 君 

     ９番 堀 内 和 久 君    10番 垣 内 憲 一 君 

     11番 岡 本 安 弘 君    12番 小 林   弘 君 

     13番 田 中 和 仁 君    14番 南 出 昌 彦 君 

     15番 辻 本   勉 君    16番 土 井 裕美子 君 

     17番 石 橋 英 和 君    18番 中 本 正 人 君 

                                          

説明員職氏名 

   市 長 平 木 哲 朗 君  副 市 長 小 原 秀 紀 君 

   教 育 長 今 田   実 君  総 合 政 策 部 長 土 井 加奈子 君 

   総 務 部 長 井 上 稔 章 君  経 済 推 進 部 長 北 岡 慶 久 君 

                      農業委員会事務局長 

   健 康 福 祉 部 長 久 保 雅 裕 君  危 機 管 理 監 廣 畑   浩 君 

   建 設 部 長 西 前 克 彦 君  会 計 管 理 者 大 岡 久 子 君 

   上 下 水 道 部 長 堤     健 君  教 育 部 長 堀 畑 明 秀 君 

   消 防 長 永 井 智 之 君  病 院 事 務 局 長 池之内 正 行 君 

   選挙管理委員会事務局長 藤 岡 栄 次 君  監査委員事務局長 櫻 井 康 雄 君 

   財 政 課 長 三 浦 康 広 君  政 策 企 画 課 長 中 岡 勝 則 君 

                                          

職務のために出席した者の職氏名 

   議 会 事 務 局 長 福 井 直 記    議会事務局次長 笹 山   奨 

   議 事 調 査 係 長 長谷川 裕 子 

                                          

（午前９時30分 開議） 

○議長（森下伸吾君）皆さん、おはようござ

います。 

 ただ今の出席議員は18人で全員であります。 

                     

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告をいたします。 

 ５月15日に開催されました各常任委員会及

び議会運営委員会における正副委員長の互選

の結果、総務経済委員会委員長に南出昌彦君、

副委員長に田中和仁君。 

 文教厚生建設委員会委員長に堀内和久君、

副委員長に垣内憲一君。 

 議会運営委員会委員長に土井裕美子君、副

委員長に板橋真弓君がそれぞれ選任されまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において５番 阪本君、17

番 石橋君の２名を指名いたします。 



－11－ 

                     

 日程第２ 広報広聴特別委員会の設置につ

いて 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 広報広聴特

別委員会の設置について を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 議会の広報広聴に関する調査等について、

８人の委員をもって構成する広報広聴特別委

員会を設置し、それに付託の上、調査等を終

了するまで継続調査とすることにいたしたい

と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議会の広報広聴に関する調査等について

は、８人の委員をもって構成する広報広聴特

別委員会を設置し、これに付託の上、調査等

を終了するまで継続審査とすることに決しま

した。 

 ただ今、設置されました広報広聴特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長において２番 

板橋君、３番 岡本君、６番 髙本君、10番 

垣内君、11番 岡本君、12番 小林君、13番 

田中君、16番 土井君、以上８人を指名いた

します。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（午前９時33分 休憩） 

                     

（午前９時50分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 この際、報告いたします。 

 先ほど開催されました広報広聴特別委員会

における正副委員長の互選の結果、委員長に

垣内憲一君、副委員長に岡本喜好君がそれぞ

れ選任されました。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第３ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（令和４年度橋本市一般会計補

正予算（第10号）） から、日程第10 議案

第５号 訴訟上の和解について までの８

件 

○議長（森下伸吾君）日程第３ 承認第１号 

専決処分事項の承認について（令和４年度橋

本市一般会計補正予算（第10号）） から、日

程第10 議案第５号 訴訟上の和解について 

までの８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。

議員の皆さまには、ご多用の中、ご出席を賜

り厚くお礼を申し上げます。 

 昨日、新しい議長に森下伸吾議員、副議長

に岡本安弘議員が選任されました。また、各

常任委員会委員の選任も行われ、各委員会が

決まりました。新しい体制がスタートするわ

けですが、これからも円滑な議会運営、ある

いは市政各般にわたってのお力添えを頂きま

すようお願い申し上げます。 

 それでは、５月市議会臨時会に提案いたし

ました議案につきましてご説明申し上げます。 

 本議会には、専決処分事項の承認案件が３

件のほか、令和５年度橋本市一般会計、特別

会計の各補正予算案件が２件、工事請負契約

の締結案件が２件、訴訟上の和解案件が１件、

合計８件の案件を提案させていただきました。 

 まず、承認第１号は令和４年度橋本市一般

会計補正予算（第10号）についてでございま

す。 

 歳入のみの補正となっており、３月定例市

議会以降に確定した市税や地方譲与税、利子

割交付金などの各交付金や地方交付税など、
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歳入の増減額がそれぞれ補正した結果増収と

なり、その増収額相当分について、財政調整

基金繰入金を減額し、歳入予算の調整をいた

しました。 

 承認第２号の橋本市税条例の一部を改正す

る条例及び承認第３号の橋本市都市計画税条

例の一部を改正する条例につきましては、い

ずれも地方税法が改正され、令和５年４月１

日から施行されることに伴い、所要の改正を

行ったものでございます。 

 ただ今ご説明申し上げました承認第１号か

ら承認第３号までは令和５年３月31日に、い

ずれも急施を要したため、専決処分をしたも

のでございます。 

 次に、議案第１号 令和５年度橋本市一般

会計補正予算（第１号）は、電力、ガス、食

料品などの物価高騰の影響を受けた生活者や

事業者を支援するための経費及び自治体ＤＸ、

デジタル・トランスフォーメーションを推進

するための経費などについて、総額８億4,295

万4,000円を増額補正するものでございます。 

 主なものとしましては、国の交付金を活用

し、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者

を支援するため、学校等給食費軽減事業とし

て、市内保育園、認定こども園等や市立小・

中学校に在籍する児童生徒の保護者が負担し

ている給食費について、本年９月から11月ま

での３か月間に限り無償化するための予算と

して、歳入では、給食徴収金など4,583万2,000

円を減額し、歳出では、民生費において1,656

万1,000円を予算計上いたしました。 

 また、同じく民生費において、国の交付金

を活用し、物価高騰の負担感が大きい低所得

世帯への負担軽減を図るため、非課税世帯等

を対象に１世帯当たり３万円の給付金を給付

する価格高騰緊急支援給付事業として、総額

２億3,070万円を予算計上するとともに、同じ

く国の交付金を活用し、食費等の物価高騰に

直面し、影響を特に受けた子育て世帯に対し、

児童一人当たり５万円の特別給付金を支給す

る子育て世帯生活支援特別給付事業として、

総額9,270万6,000円を予算計上いたしました。 

 農林水産業費では、畜産用配合飼料価格高

騰の影響を受けた市内の畜産農家に対し、令

和５年度の配合飼料価格安定制度の積立金相

当分を支援するため、畜産飼料価格高騰対策

特別支援補助金344万4,000円を予算計上いた

しました。 

 民生費及び商工費の物価高騰対策事業者支

援給付事業では、物価高騰により影響を受け

ている市内福祉事業者や中小企業、農家を除

く個人事業主の負担軽減を図り、事業活動の

継続を支援するための予算として、総額１

億5,446万1,000円を予算計上いたしました。 

 また、商工費では、物価高騰等で減退して

いる消費を喚起するとともに、全国に本市産

品を届け、ＰＲするため、商工業者などが消

費者に直接発送した産品の送料を補助するた

め、橋本ふるさと便（商工）事業補助金な

ど3,047万8,000円を計上するとともに、物価

高騰の影響を受けた生活者に対しデジタルプ

レミアム商品券を発行し、地域消費の喚起、

下支えをしつつ、市内事業者への支援を行う

ための予算として、地域通貨事業補助金２

億6,000万円を計上いたしました。 

 そのほか、国のデジタル田園都市国家構想

推進交付金の採択を受け、本市において電子

自治体の取組を推進するため、申請手続きの

オンライン化や窓口業務のデジタル化に加え、

デジタル地域通貨の導入に取り組む経費とし

て3,977万6,000円を予算計上いたしました。 

 以上が一般会計の主なものでございます。 

 次に、特別会計の主なものをご説明いたし

ます。 

 議案第２号 令和５年度橋本市介護保険特

別会計補正予算（第１号）につきましては、
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国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を

活用し、介護認定調査の記録をデジタル化す

ることで、介護認定の迅速化に取り組むため

の予算として1,446万8,000円を計上いたしま

した。 

 続きまして、議案第３号は、工事請負契約

の締結についてでございます。 

 これは、城山小学校長寿命化改良（２期）

工事に係る制限付一般競争入札を執行したと

ころ、株式会社まえだ住宅設備が落札しまし

たので、請負契約を締結するにあたり、議会

の議決を求めるものでございます。 

 議案第４号は、工事請負契約の締結につい

てでございます。 

 これは、都市計画道路小峰台垂井線外１線

道路改良工事に係る制限付一般競争入札を執

行したところ、永岡建設が落札しましたので、

請負契約を締結するにあたり、議会の議決を

求めるものでございます。 

 議案第５号は、訴訟上の和解についてでご

ざいます。 

 これは、令和４年12月に本市が原告となり

訴えを提起した損害賠償請求事件について、

和歌山地方裁判所において被告と和解条項の

合意をしたので、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 以上、承認３件、議案５件、計８件につい

てご説明申し上げました。 

 議員各位には、よろしくご審議の上ご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（森下伸吾君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより、承認第１号について質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑ありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております承認第１号に

ついて、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、承認第１号 専決処分事項の承

認について（令和４年度橋本市一般会計補正

予算（第10号）） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本件は承認することに決しました。 

 次に、承認第２号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております承認第２号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、
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討論を終結いたします。 

 これより、承認第２号 専決処分事項の承

認について（橋本市税条例の一部を改正する

条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、本件は承認することに決しました。 

 次に、承認第３号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております承認第３号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより、承認第３号 専決処分事項の承

認について（橋本市都市計画税条例の一部を

改正する条例） を採決いたします。 

 本件は、承認することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、本件は承認することに決しました。 

 次に、議案第１号について質疑を行います。 

 便宜、補正予算説明書により、歳出から款

別に行います。 

 補正予算説明書、令和５年度一般会計補正

予算（第１号）の７ページをお開きください。 

 まず、２款総務費、７ページから８ページ

まで、質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、２款

を終わります。 

 次に、３款民生費、７ページから10ページ

まで、質疑ありませんか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）おはようございます。 

 10ページの001115電力・ガス・食料品等価

格高騰対策に要する経費のところで質問いた

します。今まで、令和５年度は給食の無償化

について、県とか国の動向を見ますというこ

とだったんですけれども、３か月とはいえ無

償化に踏み切られたということはすごく評価

いたします。 

 でも、ここで二つ質問いたします。なぜ３

か月なのかということ。 

 もう一つは、以前に保育所の給食費の無償

化、それも全員じゃなくて条件付だったんで

すけど、それを質問したときに、幼稚園がお

弁当なので、それは難しいというふうな答弁

を頂いていたんですけれども、今回の場合、

幼稚園のことが入っていませんでしたので、

その辺はどのように検討されたのかお尋ねし

ます。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。 

 まず、３か月というところにつきましては、

国の交付金の額から鑑みまして、あくまで臨

時的措置ということで３か月というふうにさ

せていただいております。 

 また、幼稚園に通うお子さまの支援につき

ましては、お弁当を持参していただいておる
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んですけれども、給食費として徴収していな

いため、今回の措置には盛り込んでおりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）今回には幼稚園は入っ

ていないんですけれども、次の機会に何らか

の形で検討するということはないんですか。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）現在のところ

その予定はございませんけれども、国のこど

もまんなか社会ということで、この６月をめ

どに、国のほうから何らかの動きがあるかも

しれません。それを踏まえまして、また検討

する余地があるのかなと思っておりますので、

その辺、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、３款

を終わります。 

 次に、６款農林水産業費、９ページから12

ページまで、質疑ありませんか。 

 ６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）12ページの一番上の18

のところなんですけども、説明書には具体書

いてなかったので、対象の畜産農家は件数い

くらぐらいと見ているのか。 

 二つ目に、説明書には検討になっているん

ですけれども、予定している実施期間をお聞

きしたいことと、三つ目に、トン600円という

ことになっておるのが、その根拠となるとこ

ろを説明いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、対象と

なります畜産農家の数ですが、牛等を扱って

いるところが１件、それから、いわゆる養鶏

農家が５件の合計６件になります。 

 あと、１トン当たり600円を補填するという

内容になるんですが、配合飼料価格安定制度

積立金というのが、養鶏農家等が畜産飼養頭

羽数調査によって数値というのが決められて

おりますので、例えばこの井上畜産、牛を扱

っている農家ですと180トンというような数

値が令和５年度の契約している数によって算

出しておりますので、お支払いとしては、制

度をつくってから１回のお支払いということ

になります。 

 期間というのは、制度を周知して１回払い

でさせていただきますので、令和５年度中に

１度の支払いということになります。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

 14番 南出君。 

○14番（南出昌彦君）同じところの畜産飼料

の補助金の関係なんですけども、これ、農家

の支援ということだと思うんですけども、農

家といっても、畜産農家だけでなく、ほかの

農家もある中で、肥料等も高騰しております。

そんな中で、畜産飼料の価格高騰に対する支

援ということなんですけども、価格高騰の状

況というのか、そういうところを教えていた

だけたらと思います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、なぜ畜

産農家だけかということなんですが、令和５

年度当初予算の中に、農家に対するインター

ネット販売やふるさと便農家版ということで

運用させていただいているので、今回の対象

からは除かせていただきました。 

 肥料価格高騰のこれまでの経過ということ

ですが、令和２年度末から高騰しておりまし

たが、特にロシアのウクライナ侵攻開始後、

さらに高騰したというような状況がございま

す。具体的な数字を申し上げますと、令和２

年度10月から12月期から、令和４年度、同じ10

月から12月期までの比較で、１トン当たり３

万2,850円増加しているという状況をつかん
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でおります。 

○議長（森下伸吾君）ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、６款

を終わります。 

 次に、７款商工費、11ページから12ページ

まで、質疑ありませんか。 

 ７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）12ページの12節の委託

料、地域通貨事業導入支援等委託料、これ、

以前、元議員から一般質問ありましたよね。

そのときは、かなり拒否されてましたよね。

僕、前も一般質問でこういう話をさせてもら

ったんやけど、導入していただくのはありが

たい話やし、前向きにやってくれているんや

なというのは分かるんですけど、そのとき全

力で否定しながら、今になってやるという話

をするんであれば、我々議員の立場からした

ら、そのとき真剣に議論してるんかなと思っ

てしまうんです。この前、一般質問でさせて

もらいましたけど、そういうのがすごい気に

なるんですよね。後から出てくるというのか

な。何でそのとき、ほな、真剣に議論して、

前向きにやったらいいじゃないですか、やる

んやったら。後出しじゃんけんみたいな形で

こないして出てくるというのは何でかな。こ

れ、何でやるように、実行するようになった

経緯を教えていただけますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問にお答

えさせていただきます。 

 確かに、令和２年12月議会において、一般

質問の中で質問がありました。そのときには、

スマートフォンを持ってない方が利用できな

いということや、それから導入コストや手間、

決済手数料などが本当に事業費として多くか

かるということで、導入は困難と答弁をさせ

ていただきました。 

 ただ、その後ですが、いろいろ様々な状況

が変わりつつ、特に新型コロナウイルス感染

症による感染が長引いている中で、原課とし

ましては、いろいろと制度導入できないかも

含めて、答弁では否定させていただいていた

ものの、導入については検討を続けておりま

した。 

 そういった中で、非接触型決済の考え方と

いうのが浸透しつつあって、また、マイナポ

イントの付与であるとかペイペイキャンペー

ンなどによって、スマホ決済等が普及する中

で、当時の状況とは大きく変わってきている

のではないかという認識を持っています。 

 また、地域通貨が全国的に事例が増える中

で、導入手間などの改善が進んでいることや、

地域通貨利用の手数料は必要ですが、逆に紙

クーポンの印刷代や事務手間などが軽減され

るということ、加えて、国、ＤＸ推進の観点

から、デジタル田園都市国家構想交付金の採

択を受けて、今回実施をするということに至

った次第です。ご理解をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）きれいな答弁いただい

たんですけど、一点、その理由はよく分かっ

たんですけど、僕が言いたいのは、そのとき

に、やはり将来を見据えてやらないとあかん

という話をずっとしている。一般質問って、

みんなそうじゃないですか、提案型はね。提

案型というのは、未来を見据えてみんな一般

質問しとるんですよ。今現状の話をしとんじ

ゃなくてね。質問型はまた別としてね。提案

するというのは、未来を見据えて議員が提案

している。その未来を見据えて提案している

ことをそのときの状況で判断するんじゃなく

て、将来の状況を判断してやるかやらへんか

というのを僕は必要やということをずっと提

案しているわけであって、今の答弁聞いてた
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ら、状況が整って、状況がそないなったから

できる。もちろんそうですよ、それでええん

ですよ。でも、そのときに、未来を見据えた

上で、そういう社会が来るやろうという認識

を持って、そのときに、やるとは言わんでい

いですけど、検討していくというのは大事な

ことなんですよね。 

 だから、そこが僕との認識がすごくずれて

いるんで、これ、もう導入していただけると

いうんで、いいことやと思うんですけども、

状況が変わったからとか、そうじゃなくて、

状況が変わる未来が来るからやっていかなあ

かんという考え方を持ってほしいと思ったん

で、質問させてもらいました。答弁は結構で

すけど、ちょっと僕とは話が違うと思います

けど、やっていただけるんやったら。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）同じところです。12

ページの委託料で773万5,000円かかるという

ことですけども、もう少し、そのアプリを導

入して、どのような形で地域通貨をされるの

かというご説明と、それと、この委託料とい

うのはずっとこれから毎年かかってくるのか

どうかというのを、その辺を少しご説明して

いただきたいのと、だいたいどのぐらいから

開始するのか。やりますと言ってもすぐには、

まず市民の方々に周知をした上でないとでき

ないかと思うんですけれども、今後の予定等

が分かっておればお教えいただきたいと思い

ます。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、目的か

ら言わせていただきますと、物価高騰の影響

を受けた生活者に対してプレミアム商品

券30％を発行させていただいて、地域消費の

喚起、下支えし、市内事業者への支援も同時

に行うということになります。 

 内容なんですが、橋本市内で使えるデジタ

ル商品券をスマートフォンなどで購入した方

に対して、購入額の30％を付加します。例え

ば１万円を購入していただいた場合、１

万3,000円分のデジタル商品券になるという

ことになります。 

 購入される方ですが、これは市民だけでは

なくて、市外からも観光等で来ていただいた

方に活用いただけるということで、どなたで

も購入可能で進める予定でございます。 

 あと、購入の上限額というのを設定させて

いただいてまして、一口5,000円で、一人当た

り二口を限度額として設定をする予定でござ

います。 

 あと、店舗等ですが、これまで事前登録し

た橋本市内の事業所、今までペイペイ等でも

使っていただいている等の事業所が約600件

あるんですが、そういった事業所も含めて、

さらにより多くの事業所に制度について周知

と、それから理解も図りつつ、同時に進めて

いきたいというふうに考えています。 

 そういったことで、一定、新たな取組です

ので、事業所への説明、それから市民の方へ

の周知期間というのが設定する必要がありま

すので、９月頃開始させていただいて、令和

６年の２月末に、できるだけ短期で消費をさ

せていただくというふうに考えています。 

 なお、特に市内の小規模事業所、例えば大

型店舗等と使える額を前回も設定させていた

だきましたが、このプレミアムがついた3,000

分については、市内の中小事業所に使ってい

ただけると、そんな設定を考えているところ

です。 

 あと、委託料につきましては、この導入を

するためのシステム設計ということでありま

すので、今年度のみの支出になります。 

 以上、説明をさせていただきます。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 
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○16番（土井裕美子君）そうしましたら、こ

こに書いてある地域通貨事業補助金というの

は、商品券のみというのを考えてらっしゃる

ということでございますか。前ご質問された

方の議員やったら、地域通貨って名前を何と

かコインとかつけて、そういうようなイメー

ジも私にはあったんですけれども、それには

使わないということなんでしょうか。その辺

が分からないところと、単独の委託料という

ことは、毎年この事業をしようと思ったら、

毎回この委託料というのがかかるんですか。

それとも、システムが構築してあったら、こ

ちら側で何回もこの商品券を発行しようと思

ったら、委託料はかからずにできるというこ

となんでしょうか。すいません、あまりよく

分かってないので、もう少し説明をお願いい

たします。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、デジタ

ル通貨といえど、スマートフォンの中に通貨

が入っていて、金額が入って消費をされると

いうような仕組みになっています。ペイペイ

と同じような活用の仕方です。ただ、今、議

員がおただしのように、スマートフォン等活

用してない方については、違う形で、カード

等を作って購入していただいて消費されると

いう仕組みが公平性を保つためには必要だと

いうふうに認識しています。 

 あと、委託料についてですが、システムを

構築できますので、一定の新たな方法での使

用については保守等の費用がかかっていくと

思うんですが、制度を設計する、システムを

設計するという委託料については今年度のみ

でございます。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）同じところです。先ほ

ど７番議員の質問でもスマホ決済がという話

やったんですけども、そんなん２年前から普

通にやってましたやん、みんな。それを理由

にするのはどうなんかなというのがまず思い

ました。 

 それはそれでいいんですけれども、中小企

業中心ということなので、端末を持ってない

ところもたくさんあるかと思います。ただ、

今の今回の内容を見たら、ほぼほぼ５か月限

定やんということになった場合には、果たし

て中小企業がその端末を借りてもらえるのか

なという不安はあります。その辺りについて、

何か補助関係とか考えてられるのか。借りた、

端末入れたはいいけども、５か月になったら

使えれへんなったというのは余計よくないん

じゃないかなというふうに考えます。 

 もう一点が、そのページの一番下のふるさ

と便のところなんやけど、こちらも、私も一

般質問したり、また９番議員が予算委員会で

もかなり言ってくれていました内容で、これ

もできることについては大変ありがたいし、

やはり橋本市の地場産品、特に商業品という

のを表に出していく機会としては、すごいい

いタイミングなんかなと。今日も朝からテレ

ビで多分、議会で見れてないけれども、生放

送もされていました。 

 そんな中で、１業者当たり30万円のまず根

拠ですね。併せて、例えばポスのタイミング

で30万円もしかしたら超える場合もある。レ

ジ閉めるタイミングで、もしかしたら31万円

になったかもしれへん。じゃ、その１万円は

もう送料無料の分外れたから、あんたのとこ

ろ個人持ちねとかなるんかという、細かいル

ールがよく分からないんですけれども、そこ

を含めて質問いたします。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、先ほど、

カードを新たに作るという答弁をさせていた

だいたんですが、今回デジ田の交付金を使用

してデジタル化を推進するという意味で、カ
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ードは作らず、スマートフォンのみ対象とい

うことで訂正させていただきます。 

 それであと、ご質問いただいた件ですが、

上限額を30万円に設定した根拠といいますの

は、商工業者のインターネット販売件数が現

状把握できないという状況の中で、上限を設

定せずに導入した場合、予算内での執行が見

極めのところというのは非常に難しいので設

定をさせていただきました。30万円というの

は、全ての商工業者が利用できないこと、ま

た、商品によりますが、最大１件当たり1,000

円ぐらいということで、最大300件は送付が可

能ということで、売上げベースで一定の効果

が見込めるということで、こういった数字を

設定させていただきました。 

 あと、事業者が上限30万円を超えないよう

に運用できるかというところでございますが、

送料無料商品を設定して在庫設定するとか、

それから複数サイトで出品している場合も、

特定サイトに限定して在庫設定などをすると

いうような工夫が限度額いっぱいで設定でき

るというふうには考えています。 

 しかしながら、サイトによっては設定方法

等が違うために、ご利用のサイトに応じて事

業者に対応いただく必要がありますが、その

状況に応じて財政部局とも相談していきたい

と、そんなふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）部長、端末に関する補

助はどうですか。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）事業所につい

ては、端末等、当然ご負担していただかなけ

ればならないんですが、現時点では端末につ

いての補助は考えておりません。ただ、その

後の導入がどれぐらいの予算規模で動いてい

くとか、そういったところをきっちりと説明

しながら、理解していただいて、運用してい

きたいと、そんなふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）今のところなんですけ

ど、やっぱり業者からしたら、システム入れ

る、端末が必要やったら端末入れるというの

が結構な経費になってくると。そんな中で、

今回中小が中心ということであれば、持って

ないところも参加しようかなとなったけど、

結果的に５か月でこれ、終わってしまうやん

かとなった場合に、中小の企業が、かえって

そこが負担になって参加しないということに

ならないかという心配があるんですけれども、

もう一度確認しますけど、そこを僕は一番、

やることはオーケーなんよ。その内容を危惧

しているんですけれども、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）今回のデジタ

ル通貨の利用に際しましては、お店とか利用

可能な店舗での設備の投資というのは必要な

くて、ＱＲコードを利用する方がスマホで読

み取ることで決済ができるという仕組みを使

おうと思っておりますので、お店に機械を置

くということはありませんので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）同じところなんですけ

れども、今のお話で、お店の側で言えば機械

を置くことは要らないと。先ほど店舗は600

件ぐらいというお話だったんですけれども、

そもそも私、現金ばかりでペイペイとかも全

然使ってないので、本当に普通に買物に行っ

てプレミアム商品券が使えるのかなという疑

問が一つあるんですが、それで600件ぐらいと

いうことやったけども、それは聞き間違いで

ないのかというのが一つ。 

 それと、物価高騰の影響を受けた生活者に

対してということであるんだけれども、先ほ

ど、カードは作らないということで、やはり

スマホを持っている人、持っていない人での
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不平等というか不公平があると思うんです。

その辺で、なおかつ市内外問わず、どなたで

も購入できるというところら辺ですごい引っ

かかるんですけれども、その辺はどうお考え

なのか、まずお尋ねします。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）まず、ＱＲコ

ードを使ってデジタル通貨が使えるというと

ころなんですが、例えばペイペイの場合です

と、付加されるポイントというのが後日、１

か月後で給付されて、なおかつ、そのポイン

トは市内だけではなくて市外やネット販売等

いろんなところで活用できるという仕組みが

あります。そういった意味で、今回提案させ

ていただいてますデジタル通貨というのが、

プレミアム分は市内の事業所、それからもと

もとの１万円についても市内の事業所でのみ

利用できるということで今回導入をさせてい

ただいたところです。 

 あと、スマホにつきまして、これまで高齢

者等がなかなか活用できてなかったといった、

そういったことの心配があったんですが、前

回導入させていただいたペイペイのキャンペ

ーン等でも、私たちが思っている以上に高齢

者の方が利用していただいて、なおかつ、マ

イナンバー制度の中でポイント等が付加され

る中で、市民の方へのスマートフォンの導入

というのもかなり広がってきたのではないか

なというふうに思っています。 

 もちろん、スマートフォンの利用について

は、行政としてもしっかり使っていただける

ようなお手伝いは引き続きしていかなければ

ならないと、そんなふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）さっき一つ確認した600

件、これは間違いないのかということをお願

いします。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）過去、商品券

等発行させていただいて、ペイペイの利用店

舗についても約600件です。ただ、じゃ、それ

で十分かということではありませんので、今

回デジタル通貨を導入するに当たって、より

多くの事業所が登録していただけるように努

力していきたいと、そんなふうに考えていま

す。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

 先ほどのは答弁もれでよろしいですね。 

○５番（阪本久代君）さっきのは答弁もれで

す。次の質問です。 

 この説明書には書いてありませんでしたけ

れども、今の説明で、一口5,000円で１人二口

までということなので、言うたら２億円を１

万円という、かなりたくさんの方が利用でき

るということにはなると思うんですけれども、

ただ、やっぱりプレミアム率が30％って、今

までになく大きいですよね。それをやっぱり

できるだけ、言うたら幅広い人が使えるよう

にということが一番大事だと思いますし、商

店のほうにしてみれば、それで購入してもら

えたら一番いいということにはなると思うん

ですけれども、ただ、要するに、よう使いこ

なせてない人間からすれば、何かすごく不公

平なような気もするんですが、その辺の使い

方であるとか啓蒙も含めて、そういうことに

ももっと力を入れていただきたいなというふ

うに思います。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）今回のデジタ

ル通貨については、議員おただしのように、

使っていただける方についても、本当に利用

方法が分からないとか、様々な質問や意見も

出ると思います。そこについては、経済推進

部だけではなくて、職員それぞれが他の部署

でも説明できるような形での周知を図ってい
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きたいと、そんなふうに考えています。 

 一方、事業所においても、登録の仕方であ

るとか、それから利用していただいた後の支

払い業務がどうなるかとか、いつ払っていた

だけるのか、現金が回らない状況が続きます

ので、そういったところもきっちりと説明を

して周知を図っていきたいと思いますので、

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）ほかに。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）同じところになります。

まず、デジタル地域通貨事業というのは今回

単年度でやるということだったんですけども、

これからＤＸやっていくということで、将来

を見据えて、こういう社会をつくっていくん

だということを前提に、今回一つの事業です

けども、しっかり教訓を集めて、これが今後

この橋本市内で、より市民の皆さまが使い勝

手がいい、そういった制度設計になるように

しっかりと教訓を集めて、今後のデジタル事

業につなげていっていただきたいと思ってお

ります。 

 あともう一点、確認なんですけども、この

デジタル地域通貨、ＤＸの効果というところ

なんですけども、これから少子高齢化で人が

少なくなってくるので、人を少なくするとか

利便性を高めるということなんですけど、今

回予算が1,500万円ぐらいですか。ほかの給付

事業に関しても、子どもに３万円渡す、５万

円渡すということに対して、それにかかる費

用が1,500万円程度の経費がかかっているこ

とを鑑みますと、デジタル通貨事業を入れた

ことで、経費削減という意味においては、あ

まりこの効果というか、経済的な税金の使い

方の効果を得れてないような感じがするんで

すけども、ということは、目的としては、市

民の利便性の向上ということしかないんです

けども、そうなったときに、アプリを持って

いる人しか使えませんということになったと

きに、そこもぐらついてくるような印象を受

けるんですけども、そこに関してはいかがで

しょうかというところ。 

 もう一個、今回１万円で１万3,000円つける

ということなんですけども、これ、２億円な

ので２万口ですかね。橋本市の人口６万人で、

世帯数、多分２万世帯超えていると思うんで

すけども、そもそもの制度設計として、橋本

市の全世帯の方がこれを要望したときに全員

に絶対行き渡らない制度設計というものは、

市の事業としていかがなものかと。それに加

えて、市外の人も買えるという制度設計にな

ってますので、そうなったときに、最低限、

橋本市の方が希望すればこの恩恵を受けれる

という制度設計にしたほうがいいのではない

かということに関しての見解を伺いたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）ご意見あり

がとうございます。 

 まず、今回、先ほど議員の皆さんからもお

ただしがあったように、初めてデジタル通貨

という制度を設計いたします。経済推進部長

申しましたように、９月の開始に向けて制度

を構築していくんですけれども、構築して、

まず慣れていただく。そして親しみを持って

いただくという点でプレミアムのついた商品

券を発行いたしまして、皆さんに周知という

か慣れていただくことがまず目的でもありま

す。 

 それから、先ほど申しました平等性という

観点から、カードというところも今回も考え

たんですけれども、まずはやはりＤＸの推進

ということで、まずもってはスマートフォン

をお持ちの方というところで今回は対象とさ

せていただきました。今後につきましては、
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システム上、カードの利用というところも考

えられますので、またそこについては検討を

進めていきたいと思います。 

 それから、平等性というところを言ってい

ただいて、確かに人口６万人に対して２万口

というのは人口分ではないのではないかと。

一口5,000円を予定してますので４万口とい

うことにはなるんですけれども、それについ

てでも上限が二口までいけますので２万口が

対象になるとは思うんですけれども、プレミ

アムのついた商品券を利用いただいて、消費

の喚起という観点からも、今回このような形

で進めさせていただく次第でございます。 

 ですので、将来のデジタル化を見据えたと

いうところになりますと、このデジタル通貨

制度を利用いたしまして、今後これが定着い

たしましたら、例えば協働に対するポイント

でありますとかボランティアに対するポイン

ト、それから介護予防ですとか健康づくりな

どに対してのポイントを付与するなどという

方向も考えられるかと思いますので、今後は

その点につきましても随時検討していかない

といけないと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）ほかにございませんか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）すいませんね、同じと

ころで。しゃべらんとこうと思ったんですけ

ども、やっぱり最終的に総合政策部長が手挙

げてきて、こういうふうに言うんだろうなと

思ったら案の定。元議員の質問の内容そのも

のの答弁であって、彼はずっとそれを言って

きとんで、今回は政策と、僕、経済部がかみ

合っとるように感じないんですね。というの

は、今回のお金の色はデジタル化ですよね。

だから別に、カード、クーポン券というかプ

レミアム商品券のデジタルというふうにたま

たま当てはまっとるだけで、デジタル化を橋

本市の中で推進していく選択肢の中のたまた

ま一つがこれだったのかなというふうに僕は

感じるんです。 

 だから、そもそも論、政策として長期総合

計画を踏まえた上で、今、３番議員がおっし

ゃったように、骨格の部分で、デジタル庁が

できて、いろんな、こども家庭庁できて、国

の動向というのを見た上で、５年後、10年後

の未来の橋本市がどうなるということを見え

とったら、今まで過去の提案型の一般質問に

対して真面目に検討を重ねた結果、何かこう

いう補助金あったときに打って出るんやでと

いう形が整っておれば、もっと円滑に行くと

思うんです、はっきり言うて。だから、やっ

ぱり過去の議事録をもう一回見てもうたら分

かると思うんですけど、間違った答弁してな

いと思うんやけど、間違った質問してなかっ

たでしょうという。この議場にもういらっし

ゃらないんで、仲よかった元同僚議員なんで、

それを議事録に載せておきたかった。 

 だから、別に前向いてしようとすることを

否定はしません。大賛成です。ただ、長期の

スパン考えて、スマホを持っている、持って

いないであったりとか、課題蓄積っておっし

ゃいますけども、それに前向きに検討してい

ただくのも大変ありがたいんですけど、そん

なもんは２年前にできていますということを、

準備の期間でデメリットの部分は調査研究し

ていたら、この答弁も変わっとったんではな

いかなというふうに思うんです。その辺につ

いて、思いだけ述べていただきたいと思いま

す。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）以前からご

質問いただいていることを承知しておりまし

て、今回もそのご質問の内容に沿ったような

事業の構築ということになったことにつきま

しては、ただ、遅いか早いかというと、早く
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はなかったかもしれません。今までも、おっ

しゃるように、クーポン券を何度か発行した

中で、かなりの印刷費であったりとか事業費

がかかっていました。その分につきましては、

やはり反省点も含め、今後デジタル通貨を構

築することで、今後もっとデジタル化に向け

てと、それから地域経済の活性化に向けて、

併せて活用させていただけたらと思って今回

の構築となりました。ご理解をよろしくお願

いいたします。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）大変よく分かりました。

理解しました。だからこそ、過去の事業を継

承するとか、ＰＤＣＡサイクルというのがき

ちんと行われるべきなんかなということを申

し述べて、ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、歳出

を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。 

 ５ページをお開きください。 

 歳入全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ６番 髙本君。 

○６番（髙本勝次君）６ページのところです。

そこの下の学校給食費のことでお聞きしたい

んですけども、一つは、今回交付金が来るこ

とでこういう３か月の無償化を実施していた

だくことは、市民の声を反映して、前議会で

の声が多かったんで、すごくそういう意味で

は市民も喜ばれることだと思います。 

 しかし、その中で、議会としては、やっぱ

り全会一致で無償化を進めていこうというふ

うな意向でみんな一致したわけなんで、今後

どんなふうな考え方で、この無償化について

のこれからの考え方についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）髙本議員の質問にお答

えします。 

 今回３か月間無償化できたというのは、臨

時交付金が入ってきて、財源保障がやっぱり

できた。髙本議員の言われるように、２億円

強入っているんですけど、これを全て充てて

しまうと、事業者の支援も全く手を出せない

というふうなところもあります。 

 私たちにとって何が大切かというと、財源

をどう確保していくかという。高校無償化す

る、大阪府もありますけど、給食費を無償化

というのは、やっぱり今議論になっているの

は、財源を、毎年２億円をどうやって確保し

ていくか。恐らく投資的経費ということにな

ってくると思います。ということは、投資的

経費の財源を、じゃ、２億円ずっと10年間出

し続けるということは20億円要るということ

ですし、今実際に、給食費を払えない子ども

たちには既に無償化もしています。私たち、18

日にまたこども家庭庁に行って審議官と話を

してくるんですけども、やっぱり今後、国の

流れがどうなっていくのか。国が財源を確保

してくれるのか。和歌山県も知事の公約やっ

たんで、知事もちょっと最近トーンダウンし

たみたいで、任期中とかという話も今、入っ

てきます。うちもやっぱり、例えば国が３分

の１、県が３分の１、市が３分の１というこ

とであれば、何とか財源の確保はできるかな

というふうには思っています。 

 ただ、私たちにとってもやらなければなら

ないこともたくさんあると思いますし、デジ

タル通貨も今いろいろご意見いただいて、私

たちは決して排除していたわけじゃなくて、

今回、デジ田の予算が総務省から認められた。

これも国会議員の力を借りてできることがで

きたんですけど、それで、これから財源がで
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きて、半分は一般財源ですけども、そういう

ふうに、私たちも給食費だけの政策をやるわ

けにはいかんので、これからデジタル化も進

めていくし、先ほど総合政策部長も言ってま

したように、ボランティアをしていただいた

方にポイント付与して、市内で消費喚起して

いただくということも、そういういろんなと

ころの財源というのを常に考えています。給

食費だけでよかったら、それでもええと思う

んですけども、ただ、まだまだこれから学校

の改修であったり教育のＩＣＴであったり社

会保障の問題であったり、そういうところの

やはり財源をしっかりと確保しないと、平

成27年時代には戻したくありませんので、常

に余裕のある財源をもってやっていきたいと

いうふうに思っています。今回の３か月につ

いては、請願も通りましたので、そういうと

ころも加味しながら。ただ、まだ財源という

ところが私たちにとっても難しいところでも

ありますし、そういうことを含めて国・県の

動向も見ながら、給食費の無償化については

今後考えていきたいと思います。 

 国のほうも、医療費も無償化という問題も

ありますし、そこの所得制限を撤廃するとい

う話もありますし、そういうところをトータ

ルに考えて、医療費、今単独で無償化してま

すけど、それを国もお金出してくる、県もお

金出してくれるとなると、財源に余裕が出て

きますので、そこを私たちはしっかり見なが

ら。確かにこどもまんなか施策になっていま

すけど、でも、高齢者もいてはりますし、若

い方たちもいてる。そこに対してどれだけの

財源を確保していくかということを真摯に考

えていかなければなりませんので、ぜひ日本

共産党も給食費を無償化せよという、国のほ

うで財源をしっかりとつけなさいという議論

を国会のほうで展開をしていただければいい

のかなというふうに思います。やはり、財源

あっての施策ですので、その辺はご理解をお

願いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

 ７番 岡君。 

○７番（岡 弘悟君）同じところで恐縮なん

ですけど、一点だけ、所得制限の話も市長か

らも今お話しいただきましたけど、この場合、

所得制限ないんですけども、いろんな、ほか

に派生するとややこしくなるんであれですけ

ど、所得制限の話で何度か僕も質問もさせて

もうている中で、行政の考え方は十分理解し

ているつもりなんですけども、そのときに頂

いていた答弁と、今この無償化すんのに所得

制限を設けてないという、その理由というの

はどういうことなんですか。その辺聞いとか

んと整合性取れないんで。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今回の給食費無償

化につきまして、先ほど市長も言っていただ

いて答弁していただいておりましたとおり、

就学援助の必要な方には既に無償化を進めて

おると。今回、給食費を徴収対象となってい

る世帯の支援として、所得制限を設けずに、

全ての児童生徒の３か月分の給食費の無償化

を取り組みたいと思い、提案させていただき

ました。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）今回につきましては、

物価高騰ということですので、所得に関係な

く影響を受けておるという理由で全ての世帯

を対象に無償化にしました。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、歳入

を終わります。 

 それでは、歳入歳出全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 田中君。 



－25－ 

○８番（田中博晃君）すんません、もう一回

だけ12ページの地域通貨のところなんですけ

れども、中小企業が中心ということで、手数

料ですね。お店が払わなければならない手数

料は発生しないのか。発生せえへんのやった

らええねんけど、普通のペイペイって、たし

か発生したかと思うんですけれども、その部

分がどうなるのかというのがまず一点。 

 あと、ＤＸ全般についてお伺いしたいんで

すけれども、今回予算のほうでＤＸ上がって

おりますけれども、まだまだ足元で、例えば

市の様々な申請においても、様式はダウンロ

ードできるけれども、プリントアウトして持

ってこいよとか、そこまで至ってないのもか

なりある中で、今回こうやってＤＸ全般でい

ろいろ上げていただいておるんですけれども、

ＤＸに至る前の部分の、市のシステム上メー

ルでは申請できないよとかっていっぱいある

んですけれども、そういったところも全て解

決していってもらえるのか。その二点につい

てお伺いいたします。 

○議長（森下伸吾君）政策企画課長。 

○政策企画課長（中岡勝則君）地域通貨を使

用することによって各利用されるお店で手数

料が発生するのかというご質問に対しては、

発生しないということになっています。ここ

の予算の立てつけ上、ややこしいんですけど、

総務費の政策企画課の電算関係の予算のとこ

ろに手数料的なものを全部含めておりますの

で、そこで一括してかかる費用についてはお

支払いするような予算となっております。 

 あと、ＤＸの推進に関しましては、今日ま

たお願いをさせていただいて開催していただ

くことになっています全員協議会のほうで説

明の項目を設けていただいているんですけど、

今回、先ほどからご質問の件については、デ

ジ田の交付金を受けて実施していく事業とい

うのも多くございます。申請に関しましても、

これからＬｏＧｏフォームとかＬＩＮＥとか、

いろんな申請の一番最初の窓口となるところ

を使ってこれから構築していくわけでござい

ますけども、庁内のワーキンググループ等も

設けた中で、どういった仕組みで運用してい

くのが一番市民にとっても庁内にとってもい

いのかというところもこれから議論していっ

て、利用しやすいそういうフォームをつくっ

ていきたいと思っておりますので、ご期待じ

ゃないですけど、見ていただく中でまたご意

見とかあれば、ホームページとかも整えてい

きますので、またご意見とか頂けたらと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

 16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）全般なので、８ペー

ジの000222の行政改革推進に要する経費の委

託料の書かない窓口導入事業委託料なんです

けども、これって、事業内容の説明を見ます

と、来庁時に混雑による待合や記載間違いな

どのミスを防ぐため、申請時の作成補助は事

前に質問内容を入力することでと書いてあり

ますが、これは委託をした業者が窓口の周辺

におられて何か補助をするということなので

すか。その辺のご説明をしていただきたい。 

 その下の001007の電力・ガス・食料品等価

格高騰対策に要する経費の中の12の委託料の

コールセンター等運営委託料とあるんですが、

このコールセンターというのは、ここは福祉

課のところで出ておりますが、電力、ガス、

食料品等の価格高騰に対する経費の全般的な

ことに対するコールセンターを設けるという

ことでよろしいでしょうか。その辺、分から

ないので説明してください。 

○議長（森下伸吾君）財政課長。 

○財政課長（三浦康広君）議員のご質問にお

答えします。 

 まず、来庁時に記載間違いなどのというご



－26－ 

指摘なんですけども、書かない窓口の運用方

法につきましては、これから構築するにつれ

検討していくんですが、今の想定といたしま

しては、市民が窓口に来られまして、タブレ

ットなんかで申請書を書くとか、あと本人確

認書類、マイナンバーカードなんかをかざす

こと、読み取ることによって本人の申請書が

印字、申請書に転記できるというようなシス

テムを考えております。 

 もう一つは、自宅でスマートフォンで事前

のアンケートによって来庁前に必要事項を記

入することによって、来庁時、ＱＲコードで

市役所の窓口で読み取ると、申請書に全て必

要事項が記入されるという、そういう形を想

定しておりまして、これが先ほど説明に書か

せていただいていた来庁時の混雑を防ぐ、こ

ういう形につながってくると。そういうふう

なことになっております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（久保雅裕君）続きまして、

民生費の中の福祉課のコールセンター等運営

委託料につきましては、こちらは価格高騰の

負担の大きい低所得者の世帯に軽減を図る事

業ということで３万円を交付するわけでござ

いますけれども、対象世帯としては7,000件程

度と家計急変の世帯がございます。こういっ

た世帯の方のための申請の手続き方法等につ

きましてのコールセンターの設置でございま

すので、その他の支援事業に関する問合せの

ためのコールセンターではございません。よ

ろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）今、私たちもスマホ

をちゃんと使いこなせてない世代の１人なん

ですけれども、本当にこれからどんどんＤＸ

は進めていかねばならない事業でございます

ので、市民の皆さまの中にも、やはりなかな

か使いこなせない方もいらっしゃると思いま

すし、研修会等も含めた取組も同時進行しな

がら、この取組はどんどん進めていっていた

だきたいと思いますので、先に事業だけが進

んでいって、どんどんどんどん取り残されて

いる方がないように、誰一人取り残さないた

めの事業をしているにもかかわらず、取り残

されている方が増えることのないようにとい

うことを要望いたしまして、答弁は結構でご

ざいます。ありがとうございます。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

 ３番 岡本君。 

○３番（岡本喜好君）同じところで窓口業務

デジタル化で、私、短い期間ではございます

けれども、市役所の窓口で何か本当に長蛇の

列で待っているというのをあまり見かけたこ

とがなくて、それに対して1,266万円のお金を

投資する価値があると思ってこの予算を計上

されているという認識でまずいいのかという

ことでございます。 

 それと、話大きく全般なんですけども、こ

れからやっぱり橋本市民の皆さまの声を聞く

と、やはり少子高齢化で先行きが心細いとい

う声を聞く中で、いかに地域経済が活性化す

るかというところの総合政策的なところをし

っかり考えなくちゃいけないんですけども、

こういう国の予算が入ったときに、今回の補

正予算の部分は緊急対策というところもある

んですけども、末端の方にお渡しするという

ところもあるんですけども、よく言われる相

乗効果ということをよく総合政策で考えられ

ると思うんですけども、よくあるのが、ホテ

ルに宿泊される方に対してクーポンを出すこ

とでその方が飲食もするしお土産も買うだろ

うということで、5,000円とかの補助の税金を

投入することで１万円、２万円、３万円の県

内の消費、市内の消費が喚起されるというこ

とを想定したような、そういったシナジーと
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いうか相乗効果を期待できるようなものに予

算をやっぱりどんどん投入していくというこ

とが今後必要なのかなというふうに思います

ので今回本当に緊急事態ということなので、

こういう形になったと思うんですけども、や

はり市役所の皆さまに関して、行政の皆さん

に関しては常に、先ほど給食費の財源がない

という話なんですけども、じゃ、どうやって

財源を増やすかということを念頭に入れた、

そういう政策を総合的に考えていただければ、

よりよい橋本市になるかなというふうに思い

ますので、ぜひご検討いただければと思いま

す。 

 その窓口業務デジタル化の評価、今現在ご

ざいますので、この1,266万円を、今、かける

だけの価値があると思われているかどうかだ

け確認したいと思います。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）ただ今のご質問に

お答えいたします。 

 市民課、議員訪れられたときは人があまり

いなかったということなんですけれども、せ

んだってから、マイナンバーの交付等でもか

なりの時間、努力して費やしているというの

が現状でございます。今回の予算で全てＤＸ

化が進むかというと、それはなかなか難しい

ですが、今回想定しておるのは、先ほど財政

課長も答弁いたしましたように、電子化、Ｄ

Ｘ化の先駆けということで、将来的には、ス

マホでできるような申請等については全て自

宅でできる。できるだけ来庁しなくてもいい。

コンパクトな市役所にするというところをめ

ざしての予算となっています。ですので、今

回の投資は必要な金額だというふうに考えて

おります。 

 また、経済的な効果、様々なやり方がある

とは思います。しかしながら、これ、私の範

疇ではないかもしれないですが、今回の、地

域通貨という表現になっていますが、実際は

プレミアム商品券という扱いになるんですが、

これでも２億6,000万円程度のお金は市内に

回るというところがありますので、今回は、

市としては、こういう施策で地域に活性化を

呼び込みたいというところを考えておるとい

うことでご理解ください。 

○議長（森下伸吾君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ありませんので、これ

をもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第１号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 令和５年度橋本市一

般会計補正予算（第１号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、本案は原案のとおり可決されました。 

 この際、11時10分まで休憩いたします。 

（午前11時２分 休憩） 

                     

（午前11時10分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会
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議を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 次に、議案第２号について質疑を行います。 

 全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第２号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第２号 令和５年度橋本市介

護保険特別会計補正予算（第１号）について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第３号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第３号 工事請負契約の締結

について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑ありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第４号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第４号 工事請負契約の締結
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について を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）質疑ありませんので、

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第５号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより議案第５号 訴訟上の和解につい

て を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議ありませんので、

本案は原案のとおり可決されました。 

                     

 日程第11 橋本伊都衛生施設組合議会議員

の選挙 

○議長（森下伸吾君）日程第11 橋本伊都衛

生施設組合議会議員の選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により

本市議会議員の中から４人の議員を選挙する

ものであります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、選挙の方法は指名推選によることに決し

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議長において指名することに決しました。 

 橋本伊都衛生施設組合議会議員に岡本安弘

君、南出昌彦君、田中和仁君、森下伸吾の４

人を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名いたしました４人

を、橋本伊都衛生施設組合議会議員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、ただ今指名いたしました岡本安弘君、南

出昌彦君、田中和仁君、森下伸吾が橋本伊都

衛生施設組合議会議員に当選されました。 

 ただ今、橋本伊都衛生施設組合議会議員に

当選されました岡本安弘君、南出昌彦君、田

中和仁君、森下伸吾に本席から会議規則第32

条第２項の規定による告知をいたします。 

                     

 日程第12 橋本周辺広域市町村圏組合議会

議員の選挙 

○議長（森下伸吾君）日程第12 橋本周辺広

域市町村圏組合議会議員の選挙 を行います。 
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 この選挙は、組合規約第５条の規定により、

本市議会議員の中から４人の議員を選挙する

ものであります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、選挙の方法は指名推選によることに決し

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議長において指名することに決しました。 

 橋本周辺広域市町村圏組合議会議員に岡本

安弘君、南出昌彦君、堀内和久君、森下伸吾

の４人を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名いたしました４人

を、橋本周辺広域市町村圏組合議会議員の当

選人と定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、ただ今指名いたしました岡本安弘君、南

出昌彦君、堀内和久君、森下伸吾が橋本周辺

広域市町村圏組合議会議員に当選されました。 

 ただ今、橋本周辺広域市町村圏組合議会議

員に当選されました岡本安弘君、南出昌彦君、

堀内和久君、森下伸吾に本席から会議規則

第32条第２項の規定による告知をいたします。 

                     

○議長（森下伸吾君）この際、報告をいたし

ます。 

 昨日の総務経済委員会における委員長の互

選の結果を受け、伊都消防組合規約第５条第

１号のただし書の規定に基づき、本市議会議

員の中から、伊都消防組合議会の議員を選挙

する必要が生じております。 

 以上で報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 この際、伊都消防組合議会議員の選挙を日

程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、伊都消防組合議会議員の選挙を日程に追

加し、直ちに選挙を行うことに決しました。 

 これより、伊都消防組合議会議員の選挙を

行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、選挙の方法は指名推選によることに決し

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。 

 これにご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議長において指名することに決しました。 

 伊都消防組合議会議員に田中博晃君を指名

いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名いたしました田中

博晃君を、伊都消防組合議会議員の当選人と
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定めることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、ただ今指名いたしました田中博晃君が伊

都消防組合議会議員に当選されました。 

 ただ今、伊都消防組合議会議員に当選され

ました田中博晃君に本席から会議規則第32条

第２項の規定による告知をいたします。 

                     

 日程第13 伊都郡町村及び橋本市老人福祉

施設事務組合議会議員の選挙 

○議長（森下伸吾君）日程第13 伊都郡町村

及び橋本市老人福祉施設事務組合議会議員の

選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により、

本市議会議員の中から議員１人を選挙するも

のであります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、選挙の方法は指名推選によることに決し

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長において

指名することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議長において指名することに決しました。 

 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組

合議会議員に堀内和久君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名いたしました堀内

和久君を、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施

設事務組合議会議員の当選人と定めることに

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、ただ今指名いたしました堀内和久君が伊

都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合議

会議員に当選されました。 

 ただ今、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施

設事務組合議会議員に当選されました堀内和

久君に本席から会議規則第32条第２項の規定

による告知をいたします。 

                     

 日程第14 伊都郡町村及び橋本市児童福祉

施設事務組合議会議員の選挙 

○議長（森下伸吾君）日程第14 伊都郡町村

及び橋本市児童福祉施設事務組合議会議員の

選挙 を行います。 

 この選挙は、組合規約第５条の規定により、

本市議会議員の中から議員１人を選挙するも

のであります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、選挙の方法は指名推選によることに決し

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議長において指名することに決しました。 

 伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組

合議会議員に垣内憲一君を指名いたします。 
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 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名をいたしました垣

内憲一君を、伊都郡町村及び橋本市児童福祉

施設事務組合議会議員の当選人と定めること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、ただ今指名いたしました垣内憲一君が伊

都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合議

会議員に当選されました。 

 ただ今、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施

設事務組合議会議員に当選されました垣内憲

一君に本席から会議規則第32条第２項の規定

による告知をいたします。 

                     

 日程第15 和歌山県後期高齢者医療広域連

合議会議員の選挙 

○議長（森下伸吾君）日程第15 和歌山県後

期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 を行

います。 

 この選挙は、広域連合規約第８条の規定に

より、本市議会議員の中から１人の議員を選

挙するものであります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第118条第２項の規定により、指名推選により

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、選挙の方法は指名推選によることに決し

ました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名

することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、議長において指名することに決しました。 

 和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員

に堀内和久君を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議長において指名いたしました堀内

和久君を、和歌山県後期高齢者医療広域連合

議会議員の当選人と定めることにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、ただ今指名いたしました堀内和久君が和

歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員に当

選されました。 

 ただ今、和歌山県後期高齢者医療広域連合

議会議員に当選されました堀内和久君に本席

から会議規則第32条第２項の規定による告知

をいたします。 

                     

○議長（森下伸吾君）この際、報告いたしま

す。 

 総務経済委員長、文教厚生建設委員長及び

議会運営委員長から、委員会において調査中

の事件につき、会議規則第111条の規定により、

お手元に配付いたしました申出書のとおり、

閉会中の継続調査をいたしたい旨の申出があ

りました。 

 お諮りいたします。 

 委員長申出のとおり、閉会中の継続調査に

付することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、委員長申出のとおり、それぞれ閉会中の

継続調査に付することに決しました。 

                     

○議長（森下伸吾君）以上で、本日の日程は

終わりました。 

 これにて、本会議に付議された案件の審議

は全部終了いたしました。 
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○議長（森下伸吾君）閉会にあたり、市長か

ら発言の申出がありますので、市長の発言を

許します。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）閉会にあたりまして、

一言ごあいさつ申し上げます。 

 昨日より市議会臨時会を開催させていただ

き、専決処分事項の承認案件ほかについてご

審議を頂き、誠にありがとうございました。 

 今臨時会におきまして、新しい議長、副議

長が選任され、また各常任委員会の構成も決

まりまして、新たな市議会の体制がスタート

いたしました。市民の負託に応えるため、本

市にとっても最良の意思決定の上、施策が推

進できますよう、お力添えを頂きたく、よろ

しくお願い申し上げます。 

 さて、本市におきましては人口減少、少子

高齢化、厳しい財政状況はもとより、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による生活様式の

変化、情報通信技術の浸透によるデジタル・

トランスフォーメーションの推進など、新た

なライフスタイルへと移行する中で、様々な

課題が山積しております。一人ひとりが幸せ

が実感できる元気なまち橋本市の実現に向け、

これまでの既成概念にとらわれず、市議会、

市民、団体、企業などの皆さまからのご意見

も頂きながら、職員と一丸となって、さらな

る改革、改善へとチャレンジしてまいります。 

 今後とも議員各位の絶大なるご指導、ご鞭

撻をお願い申し上げまして、閉会のごあいさ

つとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）これにて、令和元年５

月橋本市議会臨時会を閉会いたします。お疲

れさまでした。 

（午前11時29分 閉会） 
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